
 

・飲食店などで使用したもの  ・ラードなど動物性の油脂 

・エンジンオイルなどの機械油 ・ペットボトル以外の容器 

・廃油処理剤などを入れて固めたもの⇒燃えるごみ 

町内各区の拠点公民館 17 箇所 

次のページをご覧ください 

お問い合わせ 辰野町役場 住民税務課 生活環境係 ℡0266-41-1111 

 

 

 

 

辰野町では、ごみの減量化･資源化の推進、また Co2 の排出を抑制し、循環型社会を形成するた

めに、家庭から出る廃食用油(植物性)の回収を行っています。回収ボックスは、各地区拠点施設に

常設されています。 

回収しやすいように、各家庭で廃食用油をペットボトルに入れていただき、回収ボックスに入れて

ください。 

回収された廃食用油は、BDF（バイオディーゼル）としてトラックなどの燃料に使われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回収方法 

① 各家庭で、使用済み食用油に残

っている大きなカスを網などで

取り除く 

② ペットボトルに入れて確実にキ

ャップを閉める 

③設置された回収ボックスにペットボトルごと入れる 

 ペットボトルの大きさは自由です 

 ペットボトルごと回収しますので、ペットボトルの返却はできません 

つぎの廃油は回収できません 

回収場所 



 

廃 食 用 油 回 収 ボ ッ ク ス 設 置 場 所 

 

 小野区  ⇒ 小野農民研修センター    

 川島区  ⇒  介護予防センター 蛇石の里 

 上島区  ⇒ がおん伝承館    

 唐木沢区  ⇒ 唐木沢介護予防センター    

 今村区  ⇒ 徳水館    

 宮所区  ⇒ 宮所コミュニティセンター    

 小横川区  ⇒ 小横川公民館    

 宮木区  ⇒ 宮木公民館    

 新町区  ⇒ 新町コミュニティセンター    

 羽場区  ⇒ 羽場コミュニティセンター    

 北大出区  ⇒ 北大出ふれあいセンター 

 下辰野区  ⇒ 下辰野公民館    

 上辰野区  ⇒ 中央コミュニティセンター    

 平出区  ⇒ 平出コミュニティセンター 

 沢底区  ⇒ 沢底公民館    

 赤羽区  ⇒ 赤羽コミュニティセンター    

 樋口区  ⇒ 樋口コミュニティセンター 


